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■点字ティスプレイブレイルノートブレイルメモ
触読（読み）と点字入力（四き）のできるKGSの点字ディスプレイ(BN46X、BM16)は、これまでの不便な点
字利用環境からの脱却を促進し、点字利用の便利さ、有効性を再認識させ、点字文化をダイナミックに継承発

展させる情報管理機器として、多くの点字利用者に普及しています。思考するときに大切な読む（触読）円＜（

点字入力）ことを支援する網集機能（訂正、巴き込み、削除、並ぺ替え、検索等）がより充実し、計口のための電

卓機能、時計、アラーム、カウントダウン・タイマー、ストップウォッチ機能、カレンダー、スケジュール帳機能に

より日常生活身の回りの情報管理に、点字利用者必携の機器となりました。さらにバソコンとの接続による点

字ディスブレイ機能は、電子メールの送受信（即時に意思伝達）等に欠かせないものとなり、点字情報の有料霜

子配信（点字毎日、視党障害（視党障害者支援総合センター刊）等）に対応しており、点字プリンタに直接接続し

ての点字印刷もできます。携帯に便利なキャリングケース（別売）もあります。
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kGSの点字技術を集大成したスマートかつハイエンドな 1 パソコンが不得手でも、簡単に使え、
点字ディスプレイ 8点46マス、6MB、沼脱式パッテリー 均所も選ばす、使い方自由自在 ］iI I 

8点16マス、2MB、パッテリー内蔵

有料霞子配僧用には
BM16-SEをこ指定ください
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・オフション 外付けのドライフ(CF□・10S)を撞襲して．編霞した文●を外聞
メディアに偉存可鱈．8:芦合成翡霞（カルガルボイス）を撞鰻して編●中の文●や ；

• ll作状鱈を8:霞で11認できます。

り繊細な点図
表現できる
点図ディスプ

パソコン上のあらゆる画面情報を瞬時に表示し、指先から
掌で認識活用できる新触党時代を創造する点図ディスプ
レイです。「ドットピュー」は、マトリックス状に配団された
触知ピンがアップ／ダウンして表示される点図表示部が高
速にリフレッシュされるので、スクロールや拡大／縮小な
どの操作も思いのままです。静止画（図形、グラフ表示、地
図等）、漢字はもちろん動画（ゲーム等）、点字も含めたマ
ルチ表示があらゆる坦面で自由自在ですから、図形情報
アクセスに新たなる可能性を開きます。
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点問3mmピッチ表示部の
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厄il これで障害者の人権と社会
参加が期待できるのか
ー「支援費制度」

苦情と不満の 1年

笹川吉彦

社会福祉基礎構造改革の名の下に、昭和20年以来継続されて

来た我が国の社会福祉制度が抜本的に改革され、平成12年度か

らの介護保険制度に引き続き、平成15年度からは支援費制度が

スタートした。

措置制度から障害者自身が自己選択し、事業者との間で対等

の立場で契約を交わしサービスの提供を受けるというこの制度

は、既に先進諸国では取り入れられ障害者の人権を保障し、社

会参加を促進する制度として定着していることは、読者の皆様

もご承知の通りである。果たして我が国ではどうだろうか。実

施されて 1年が経過したが、その評価は障害者団体によって

様々である。特に視覚障害者の間からは「利用しにくくなった」

「措置制度の方が良かった」「制度があっても思うように利用出

来ない」「行政と対等に話が出来る人はいいが、話が出来ない人

は不利で個人差が大きすぎる」など数多くの不満や苦情が聞か

れる。そこでその問題点を洗い出してみたい。なお、支援費制

度には施設訓練等支援と居宅生活支援の 2種があるが、今回は

視覚障害者の多くが最も利用する居宅生活支援のうち、ホーム

ヘルプ事業について紹介することにしたい。

この制度は、平成12年の社会福祉法、身体障害者福祉法の改

正を機に導入されることになった制度である。
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その主旨は実に理想的な理念で、その通り実施されれば障害

者の将来はバラ色ということになるが、実際はそうはいかない。

いつも言われることだが、視覚障害者にとって何が一番不自

由かと言えば、自由に行動が出来ないことと読み書きが不自由

であることである。そしてもう 1つ忘れてはならないことは、

周囲の状況を的確に把握することが出来ないことから来る不安

である。この「見えない」ということから来る基本的な問題は、

残念ながら未だ解決していないと言ってもいい状況である。辛

うじて行動の自由は昭和49年度から導入されたガイドヘルパ

ー制度によって支えられては来たが……。

ところでこの支援費制度を利用するには、下記のような手続

きが必要となる。まず地元の自冶体に対し制度を利用するため

の申請を行なう。行政は申請に基づき家庭を訪問し、 8項目に

わたる勘案事項を調査し、適不適の判断をした上で該当すると

なれば、支給量 (1月何時間）を決定し受給者証を発行する。

受給者証を受けた障害者は、サービス提供を行なう事業者を選

択し、事業者との間で契約書を交わした後に必要なサービスを

受けることになる。これまでは年に 1回ガイドヘルパー事業実

施機関に利用者としての登録をしておけば、後は電話連絡だけ

で済んでいた。全盲独り暮らしや夫婦全盲の家庭でこれだけの

手続きをすることは容易ではない。また、支給量は前もって決

めておくため、突発的なことで時間がオーバーした場合、変更

手続きをしなければならず、その手続きを誰がするのか、その

ままにしておけば全て自己負担となってしまう。だれしも前も

っていつ頃どんな病気をするかなど予測出来る者はいないはず

だ。
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平成15年 1月に厚生労働省が支援費制度の標準化を図ると

いう方針を示したことから、障害者の反発を買い、連日厚生労

働省に障害者が押し掛け、厚生労働大臣を缶詰にしたり、集会

を開くなどの実力行使を行なったことは、大々的にマスコミが

取り上げるところとなり、大きな混乱を招いた。その結果、厚

生労働省では平成14年度の実績を基準として、例えば視覚障害

者の場合一応の基準として月50時間程度とし、個々人の必要度

によってそれに上乗せするという回答書を出した。それと同時

に支援費制度の運営等について協議するための検討会を設置す

る、検討会の委員は障害者団体代表も含めるという回答書を出

した。

この回答書に基づいて平成15年 5月26日に第 1回の障害者

（児）の地域生活支援の在り方に関する検討会が厚生労働省内

で開かれた。委員22名の内、障害者団体からは日盲連を含め 8

団体 (1団体は親の会）で、その他行政から 2団体、その他は

学識経験者と事業者となっている。同検討会はこれまでに15回

の会合を開き、支援費問題のみならず就労や住宅問題までもそ

の対象とし、更に 2月からは全身障害、視覚・聴覚障害、知的

障害の 3作業班が設置され、これまで検討会で出された問題点

について煮詰めることになった。

日盲連では開始当初から平成16年度政府予算編成に間に合

わせるため改善点を明確にするよう主張したが、他の障害者団

体からは賛意が得られず総論から入ることになった。日盲連は

第3回の検討会で意見発表の機会が与えられたので、それまで

に日盲連に寄せられた意見や要望、更には苦情などを集約し、

次の点の早期解決を要求した。
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①申請手続きの簡素化と対応

手続きを簡素化するとともに、全盲独り暮らし、全盲夫婦な

ど事務手続きの困難な家庭に対しては、誰が事務手続きをする

のか明確にする。

②支給量の決定

支給量についてはある程度余裕をみて弾力的に運用出来るよ

うにする。また、病気や怪我など予測出来ないものについては、

別扱いとする。更に月単位になっている支給量を年間通じて調

整出来るようにする。

③費用負担

費用負担については、あくまでも本人の所得のみを対象とす

る。支援費制度では、これまでのガイドヘルパー制度が費用負

担は本人の所得となっていたものを、同居する配偶者、または

子の最高納税額者の所得も対象とすることになった。理由はと

もあれ、こうなると障害者の権利は大きく阻害されることにな

る。つまりこれまでは障害者自身の意志で利用出来ていた制度

が、家族の同意無くしては利用出来なくなるからである。しか

も申請手続きをするのは家族ともなれば遠慮せざるをえなくな

ってしまう。重度視覚障害者、特に高齢になってからの失明者

が日常生活を営む上で、いかに困難があるかは、実際にその状

態に置かれた者でなければ分からない。何かにつけて、やむな

く世話を掛ける家族に、気兼ねなく支援費制度の利用を求めら

れる高齢視覚障害者が果たしてどれだけいるだろうか。この点

はこれまでに比べ大きく後退したと言わざるをえない。

④単価の改善

ホームヘルプ事業の単価は、身体介護、日常生活支援につい
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立ち読み版はここまでとなっております。

続きをお読みになりたい場合には

社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター

までお問い合わせください。
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◎田中徹二
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表紙写真：『点字毎日』創刊82年の特別展「点字毎日展」（右）とNHK

ラジオ「視覚障害者の皆さんへ」放送40周年を祝う会（左）。

永く視覚障害者への情報提供を担ってきた 2大メディアの

祝賀で、 前者は 5月9日まで横浜にて開催、後者については

次号193号特集にて紹介。
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